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部員総数60名で活動しています。
楽しみながら学校の空間を彩る作品作りを目標に、最近で
は、階段アート、卒業式メッセージ掲示物作り、掲示板作りを
行いました。
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学校の掲示物作りなどに進んで協力する
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３
月
定
例
会
で
は
全
部
で
40
件（
市
長
提
出
議
案
…
32
件
、議
員
提
出
議
案
…
6
件
、請
願
…
２
件
）の
議
案
等
が

審
議
さ
れ
ま
し
た
。今
号
で
は
、こ
の
中
か
ら
4
つ
の
項
目
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
紹
介
し
ま
す
。

令和5年
3月定例会
2月14日～
3月22日
（37日間）

【
内
容
】

Ｈ
Ｐ
Ｖ
ワ
ク
チ
ン
の
積
極
的
な
勧
奨
の
差
し
控
え

に
よ
り
接
種
機
会
を
逃
し
た
方
に
対
し
実
施
す
る

キ
ャ
ッ
チ
ア
ッ
プ
接
種
事
業
に
つ
い
て
、接
種
数
が

当
初
の
見
込
み
を
下
回
っ
た
た
め
、不
用
額
を
減
額

す
る
も
の

【
内
容
】

Ｊ
Ｒ
芦
屋
駅
南
地
区
市
街
地
再
開
発
事
業
に
係
る
事

業
費（
用
地
取
得
費
、補
償
費
等
）に
つ
い
て
、不
用
額

を
減
額
す
る
も
の
。併
せ
て
、国
庫
補
助
金
の
増
額
に

伴
う
財
源
更
正
を
行
う
も
の

年
度
末
に
当
た
り

各
種
事
業
費
や
財
源
を
確
定

（
第
4
号
議
案
）

■
Ｈ
Ｐ
Ｖ
ワ
ク
チ
ン

　
キ
ャ
ッ
チ
ア
ッ
プ
接
種
事
業

■
Ｊ
Ｒ
芦
屋
駅
南
地
区
市
街
地

　
再
開
発
事
業

■
感
染
症
拡
大
防
止
対
策
事
業
等

■
市
立
芦
屋
病
院
事
業
助
成
費

■
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
事
業

委
員
会
で
の

	

Ｈ
Ｐ
Ｖ
ワ
ク
チ
ン
を
接
種
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、全

て
の
ウ
イ
ル
ス
の
型
を
予
防
で
き
る
わ
け
で
は
な

い
。こ
の
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
と
併
せ
て
、子
宮
頸
が

ん
検
診
も
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
た
め
、そ
の
辺
り

の
周
知
啓
発
は
し
っ
か
り
と
行
っ
て
ほ
し
い
。

	

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
で
の
周
知
の
ほ

か
、令
和
4
年
度
は
未
接
種
の
方
全
員
に
個
別
通
知

を
送
付
し
て
い
る
。今
後
も
さ
ま
ざ
ま
な
機
会
を
捉

え
て
周
知
に
努
め
て
い
く
。

委
員
会
で
の

	

こ
の
事
業
が
２
年
近
く
止
ま
る
中
で
、市
と
し
て
も

国
庫
補
助
金
が
減
額
さ
れ
な
い
努
力
を
続
け
て
き

た
の
か
。

	

市
長
自
ら
国
に
何
度
も
足
を
運
び
、予
算
要
望
を
さ

せ
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、国
の
方
か
ら
も
本
市
の

再
開
発
事
業
の
発
表
の
機
会
を
頂
く
な
ど
、国
で
も

こ
の
事
業
の
必
要
性
を
高
く
認
め
て
い
た
だ
い
て

い
る
の
で
は
な
い
か
。

	

将
来
の
人
口
減
少
を
見
据
え
た
再
開
発
事
業
に
変

え
て
い
く
こ
と
は
で
き
る
の
か
。

	

再
開
発
事
業
に
つ
い
て
は
、都
市
計
画
や
事
業
計
画

等
で
定
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、現
行
の
内
容
を
大
き

く
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

Pick
up1委

員
会
で
の

	

学
校
園
の
意
見
を
し
っ
か
り
と
聞
い
た
上
で
、今
回

の
補
正
予
算
は
出
さ
れ
て
い
る
の
か
。

	

今
回
は
国
の
令
和
4
年
度
補
正
予
算（
第
2
号
）の

中
か
ら
必
要
な
事
業
を
選
択
し
て
い
る
が
、国
の
補

助
金
が
付
か
な
く
て
も
や
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い

事
業
は
、そ
の
都
度
、学
校
園
等
に
相
談
し
て
い
る
。

委
員
会
で
の

	

直
近
の
病
院
の
経
営
状
況
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て

い
る
の
か
。

病
院	

令
和
4
年
度
に
お
い
て
は
、外
来
は
比
較
的
、安
定

し
た
運
営
が
で
き
て
い
た
が
、入
院
は
コ
ロ
ナ
の
第

7
波・
第
8
波
の
影
響
も
あ
り
、前
年
度
よ
り
も
収

益
は
落
ち
て
い
る
。併
せ
て
、国
の
補
助
金
も
前
年

度
と
比
べ
て
減
額
と
な
っ
て
お
り
、厳
し
い
状
況
と

な
っ
て
い
る
。

委
員
会
で
の

	

債
権
の
放
棄
を
す
る
こ
と
の
説
明
責
任
と
し
て
、

対
象
と
な
る
借
受
人
だ
け
で
な
く
返
済
を
続
け

て
き
た
方
へ
の
通
知
や
市
民
へ
の
広
報
は
し
な

い
の
か
。

	

債
権
放
棄
の
対
象
と
な
る
借
受
人
へ
の
通
知
の

み
を
予
定
し
て
い
る
。

	

災
害
援
護
資
金
の
原
資
の
3
分
の
1
で
あ
る
県

費
分
に
つ
い
て
は
兵
庫
県
が
放
棄
す
る
が
、原
資

の
3
分
の
2
で
あ
る
国
費
分
の
取
り
扱
い
は
ど

う
な
る
の
か
。

	

兵
庫
県
を
通
じ
て
国
に
返
還
す
る
必
要
が
あ
り
、

県
か
ら
無
利
子
で
借
り
受
け
て
20
年
か
け
て
償

還
す
る
こ
と
に
な
る
。

	

国
費
分
を
国
は
放
棄
し
て
く
れ
な
い
の
か
。

	

国
や
県
に
対
し
、国
が
3
分
の
1
を
放
棄
し
、市

が
3
分
の
1
だ
け
を
負
担
す
る
形
で
の
財
政
負

担
の
軽
減
で
あ
っ
た
り
、特
例
交
付
金
な
ど
の
対

応
が
で
き
な
い
か
要
望
を
続
け
て
き
た
が
、何
ら

か
の
措
置
が
行
わ
れ
る
状
況
に
は
な
い
。

【
内
容
】

阪
神・
淡
路
大
震
災
後
28
年
が
経
過
し
、借
受
人
の

高
齢
化
等
、償
還
の
困
難
な
状
況
下
に
お
い
て
、令

和
元
年
8
月
に
改
正
さ
れ
た
災
害
弔
慰
金
の
支
給

等
に
関
す
る
法
律
の
免
除
要
件
の
適
用
、償
還
指

導
に
よ
っ
て
も
な
お
回
収
困
難
な
案
件
に
対
応
す

る
た
め
、貸
付
金
の
う
ち
未
償
還
の
も
の
に
係
る

全
て
の
債
権（
７
４
３
９
万
６
９
９
５
円（
利
子

４
６
１
万
７
９
４
円
を
含
む
。）を
上
限
と
し
て
議

決
日
現
在
の
債
権
額
）の
放
棄
を
行
う
も
の

【
内
容
】

保
育
所
、市
立
幼
稚
園
、放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業

お
よ
び
市
立
小
中
学
校
等
に
お
い
て
、感
染
症
対
策

の
徹
底
を
図
り
な
が
ら
各
種
事
業
を
継
続
す
る
た
め

に
必
要
と
な
る
経
費
、保
健
衛
生
用
品（
消
耗
品
）を

追
加
的
に
配
備
す
る
も
の

（
第
10
号
議
案
）

災
害
援
護
資
金
貸
付
金
に
係
る
未
償
還
債
権
を
放
棄

可決
（全員一致）

可決
（全員一致）

Pick
up2

【
市
に
対
す
る
意
見・要
望
】

◦
Ｈ
Ｅ
Ｐ
Ａ
フ
ィ
ル
タ
ー
が
付
い
た
空
気
清
浄
機
が

コ
ロ
ナ
対
策
に
は
有
効
で
あ
る
と
も
言
わ
れ
て
い

る
た
め
、教
育
委
員
会
か
ら
小
中
学
校
に
ア
ド
バ

イ
ス
し
て
ほ
し
い
。

◦
冬
場
は
特
に
教
室
内
も
乾
燥
す
る
た
め
、加
湿
器

の
購
入
も
念
頭
に
入
れ
て
ほ
し
い
。

【
市
に
対
す
る
意
見・要
望
】

◦
病
院
経
営
が
順
調
に
い
く
よ
う
に
、一
般
財
源
か

ら
も
し
っ
か
り
と
手
当
て
を
し
て
ほ
し
い
。

【
市
に
対
す
る
意
見・要
望
】

◦
医
療
的
ケ
ア
児
を
受
け
入
れ
る
た
め
に
は
部
屋
の

大
き
さ
や
人
員
体
制
な
ど
の
整
備
が
必
要
不
可
欠

で
あ
る
た
め
、予
算
立
て
も
し
っ
か
り
行
っ
て
ほ

し
い
。

◦
医
療
的
ケ
ア
児
を
受
け
入
れ
る
前
に
、潜
在
的
な

ニ
ー
ズ
が
ど
の
程
度
あ
る
の
か
を
把
握
し
て
お
い

て
ほ
し
い
。

【
市
に
対
す
る
意
見・要
望
】

◦
後
遺
症
へ
の
懸
念
な
ど
か
ら
接
種
を
た
め
ら
っ
て

い
る
方
が
い
る
中
で
、そ
う
い
っ
た
方
々
の
不
安

に
向
き
合
っ
た
丁
寧
な
対
応
が
必
要
な
の
で
は
な

い
か
。治
験
の
結
果
に
基
づ
い
た
適
切
な
接
種
が

行
わ
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
。

◦
ワ
ク
チ
ン
接
種
に
つ
い
て
は
、強
制
は
で
き
な
い

も
の
の
、子
ど
も
た
ち
の
命
を
守
る
大
事
な
事
業

で
あ
る
た
め
、取
り
組
み
を
強
化
し
て
ほ
し
い
。

【
本
会
議
で
の
意
見
】

◦
現
債
務
者
以
外
へ
の
告
知
を
行
わ
な
い
こ
と
は
、

わ
ず
か
で
も
返
済
を
続
け
な
が
ら
完
済
し
た
債

務
者
に
対
し
、誠
意
あ
る
対
応
と
は
思
え
な
い
た

め
、広
報
あ
し
や
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
、

現
状
と
放
棄
に
当
た
っ
て
の
背
景
を
説
明
し
、市

民
へ
の
説
明
責
任
を
相
応
に
全
う
し
て
ほ
し
い
。

※
現
在
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

【
市
に
対
す
る
意
見・要
望
】

◦
将
来
の
芦
屋
市
民
の
負
担
を
で
き
る
だ
け
抑
え
る

よ
う
な
努
力
を
お
願
い
し
た
い
。

●
経
緯

平
成
7
年
阪
神・淡
路
大
震
災
発
生
、貸
付
実
施

平
成
12
年
据
置
期
間
終
了
、少
額
償
還
制
度
の
実
施

平
成
18
年
償
還
期
限
の
延
長（
5
年
）

平
成
23
年
償
還
期
限
の
再
延
長（
3
年
）

平
成
26
年
償
還
期
限
の
再
々
延
長（
3
年
）

平
成
27
年
内
閣
府
通
知（
当
初
の
履
行
期
限
か
ら
10

年
を
経
過
し
た
貸
付
に
係
る
償
還
免
除

の
取
扱
い
）

平
成
29
年
償
還
期
限
の
4
度
目
の
延
長（
3
年
）

令
和
元
年
法
の
改
正（
被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
施

行
以
前
の
災
害
に
係
る
償
還
免
除
の
特

例
）

令
和
2
年
償
還
期
限
の
5
度
目
の
延
長（
2
年
）

非
政
令
市
の
県
へ
の
最
終
納
期
限
を
令

和
5
年
3
月
31
日
に
統
一

注目の
議案
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【
市
に
対
す
る
意
見・要
望
】

◦
事
業
所
に
対
し
、注
意
喚
起
や
安
全
計
画
の
策
定
を
求

め
る
だ
け
で
な
く
、引
き
続
き
監
査
や
巡
回
保
育
等
で

安
全
計
画
の
実
行
性
の
確
保
や
現
地
で
の
指
導
を
積
極

的
に
行
っ
て
ほ
し
い
。

※
全
て
の
議
案
の
内
容
と
審
議
結
果
は
10・11
ペ
ー
ジ
の「
審
議
結
果
一
覧
」を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
内
容
】

家
庭
的
保
育
事
業
等
及
び
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の

設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
に
伴
い
、安

全
計
画
の
策
定
等
の
ほ
か
、バ
ス
送
迎
の
安
全
管
理
に
係

る
規
定
を
整
備
す
る
も
の

（
第
16
号
議
案
）

家
庭
的
保
育
事
業
等
及
び

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業

の
運
営
基
準
等
を
改
正

（
第
14
号
議
案
）

こ
ど
も
家
庭
・
保
健
セ
ン
タ
ー
を
設
置

可決
（全員一致）

可決
（全員一致）

Pick
up3

Pick
up4委

員
会
で
の

	

各
事
業
所
の
安
全
計
画
の
見
直
し
は
定
期
的
に
行
わ
れ

て
い
る
の
か
。

	

全
事
業
所
に
つ
い
て
の
点
検
は
で
き
て
い
な
い
が
、保

育
現
場
等
で
事
故
が
起
き
た
際
や
事
業
所
関
係
者
が
集

ま
る
場
に
お
い
て
注
意
喚
起
を
行
う
と
と
も
に
、小
規

模
保
育
事
業
所
に
つ
い
て
は
市
が
行
う
監
査
の
中
で
適

宜
、助
言
や
指
導
を
行
っ
て
い
る
。

	

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
つ
い
て
は
、送
迎
車
両
へ
の
ブ

ザ
ー
の
取
り
付
け
義
務
は
な
い
が
、安
全
確
保
の
た
め

取
り
付
け
る
べ
き
で
は
な
い
か
。ま
た
、車
内
カ
メ
ラ
を

搭
載
す
る
な
ど
の
方
法
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

教
委	

送
迎
に
ワ
ゴ
ン
車
を
利
用
し
て
い
る
民
間
の
事
業
者
も

あ
る
が
、ブ
ザ
ー
の
設
置
で
は
な
く
、乗
降
車
時
の
点
呼

を
引
き
続
き
行
い
、安
全
を
確
保
し
て
い
く
と
聞
い
て

お
り
、条
例
改
正
後
も
確
実
に
子
ど
も
の
安
全
が
確
保

で
き
る
方
法
を
事
業
者
と
話
し
て
い
き
た
い
。

委
員
会
で
の

	

令
和
6
年
4
月
1
日
施
行
で
改
正
さ
れ
る
児
童
福

祉
法
に
よ
り
努
力
義
務
と
し
て
課
さ
れ
る
こ
ど
も

家
庭
セ
ン
タ
ー
の
設
置
を
1
年
前
倒
し
に
し
た
の

は
な
ぜ
か
。

	

既
に
開
設
し
て
い
る
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
と
子
ど
も
家
庭
総
合
支
援
拠
点
と
を
一
体
的

に
、一
刻
も
早
く
支
援
体
制
を
整
え
、令
和
5
年
4

月
1
日
か
ら
事
業
を
開
始
す
る
た
め
で
あ
る
。

	

こ
ど
も
家
庭・保
健
セ
ン
タ
ー
は
多
く
の
方
が
関
わ

る
こ
と
に
な
る
施
設
で
あ
り
、安
心
感
が
持
て
る
セ

ン
タ
ー
と
す
る
た
め
に
市
民
向
け
の
周
知
も
兼
ね

て
愛
称
や
ロ
ゴ
マ
ー
ク
を
公
募
し
て
は
ど
う
か
。

	

何
か
困
っ
た
と
き
に
相
談
で
き
る
人
が
い
る
こ
と

を
知
っ
て
も
ら
う
た
め
に
、子
ど
も
た
ち
を
対
象
に

愛
称
の
公
募
を
す
る
こ
と
を
検
討
し
て
い
る
。

【
内
容
】

児
童
福
祉
法
お
よ
び
母
子
保
健
法
の
一
部
改
正
を
踏

ま
え
、「
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
」を
現
行
の
芦
屋
市

保
健
セ
ン
タ
ー
と
一
体
的
に
設
置
し
、子
ど
も
家
庭

支
援
全
般
に
取
り
組
む
体
制
強
化
を
図
る
と
と
も

に
、名
称
を「
芦
屋
市
こ
ど
も
家
庭・
保
健
セ
ン
タ
ー
」

に
改
め
る
も
の

現在 Ｒ５芦屋市保健福祉センター 芦屋市保健福祉センター

福祉センター 福祉センター こども家庭・保健センター

総合相談 健康増進

感染症予防

予防接種

母子保健

母子保健

子育て支援

救急医療等

健康増進

感染症予防

予防接種

救急医療等

障がい児者

総合相談

障がい児者

子育て支援

高齢者の生活
支援

福祉団体の
支援

高齢者の生活
支援

福祉団体の
支援

保健センター

歯科センター 歯科センター

今定例会で可決した意見書および決議を紹介します。なお、可決した意見書につきましては、
地方自治法第９９条の規定により、芦屋市議会からそれぞれの提出先に提出しています。

【提出先】
　衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、厚生労働大臣、国土交通大臣、環境大臣
【内容】
　国に対し、下記の事項に取り組まれるよう要望するもの
１　アスベストの健康被害やアスベスト関連法の改正について再度、国民に周知すること。
２�　アスベスト含有建材の有無の事前調査とアスベスト除去の費用については施主負担である
ことを国民に周知すること。
３�　国土交通省「住宅・建築物安全ストック形成事業」にある「住宅・建築物アスベスト改修事業」
について、一般住宅にも使えるよう、レベル３建材までの調査・除去費用を補助対象とし、制度
を拡充すること。

【提出先】
　衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、消費者及び食品安全担当大臣
【内容】
　国に対し、下記のような特定商取引法の改正を行うよう要望するもの
１�　訪問販売や電話勧誘販売について、消費者があらかじめ拒絶の意思を表明した場合には勧誘
してはならない制度とすること及び事業者の登録制を導入すること。
２�　ＳＮＳ等のインターネットを通じた通信販売の勧誘等につき、行政規制・クーリング・オフ等
を認めること、及び権利を侵害された者はＳＮＳ事業者等に対し、相手方事業者等を特定する
情報の開示を請求できる制度を導入すること。
３�　連鎖販売取引について、国による登録・確認等の開業規制を導入すること及び規制を強化す
ること。

【内容】
　たかおか議員が、自ら記者会見を開き公表した一連のハラスメントと主張する事案について
は、公正な弁護士による第三者調査の結果、「申立人、つまり、たかおか議員に対するハラスメント
は存在しないことを確認した旨」が報告されており、さらに、たかおか議員自身に不利な部分の録
音データが意図的に削除編集されていたと指摘されていたことが新聞でも報道された。
　この事案においては、被申立人が議会を代表する議長、副議長及び事務局長であり、議会の品位
と名誉を不当におとしめる意図を明確に含んでおり、この行為は、芦屋市議会議員及び市長等の
倫理に関する条例第３条第１項第１号に抵触するものであるため、たかおか議員に対し、議員と
しての責務を認識し、議員としての高い倫理観を求めるとともに、猛省すべきことを勧告するも
の

　意見書・決議の詳しい内容については、市議会ホームページ「議員提出議案の審議
結果（令和１～４年度）」（右記ＱＲコード参照）をご覧ください。

可決した意見書・決議

建築物石綿含有建材事前調査・除去費用の国民への周知と国民負担
軽減を求める意見書（議員提出議案第31号）

「特定商取引法平成２８年改正における５年後見直しに基づく同法の
抜本的改正」を求める意見書（議員提出議案第35号）

全員一致

賛成多数

たかおか知子議員に対する問責決議（議員提出議案第36号） 賛成多数
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自由民主党

こども家庭庁の創設に関連し、一体的
な支援の実現に向けた「こども家庭・保
健センター」の設置、新生児聴覚検査費
助成事業や医療的ケア児への支援体制
の整備などの取り組みは評価するもの
の、喫緊の課題である不登校児童対策に
ついては教育現場におけるさらなる改
善を求める。ＪＲ芦屋駅南地区再開発事
業に関しては、地権者の理解を十分に得
ながら、交通結節点の確保に向け、着実
な前進を求める。予算執行については、
市民ニーズに即した持続可能かつ未来
を見据えた効率的な市政運営を求める。

日本共産党

子育て支援策の充実などを評価する
とともに、進み出したＪＲ芦屋駅南地区
再開発事業は、今後も地元や市民への丁
寧な対応で安全・便利な整備となること
を願う。行政のデジタル化は、国による地
方施策の標準化による施策後退と個人
情報保護の低下が懸念され、問題意識を
持って当たることを強く求める。県下で
際立って高い国民健康保険料の軽減は
切実である。子ども医療無料制の拡充、
学校給食無償化などの積極策とともに、
国による高齢者福祉等の社会保障の後
退から住民を守る役割を強く期待する。

公明党

会派としてさまざまな機会を通じ、提
案・要望してきたことが予算に反映され
ており評価する。昨年来から続く物価高
騰に対しては、市民の暮らしを守る対策
を求める。今後、発生が予測される南海
トラフ大地震などの災害にも対応できる
ように、ハード面の整備はもちろんソフ
ト面の整備が喫緊の課題である。本市で
は、ＪＲ芦屋駅南地区再開発事業、環境
処理センターの整備、公共施設の維持管
理など、多額の財源を要する事業が控え
ているため、今後もさらに慎重な財政運
営を求める。

あしや しみんのこえ

令和5年度の施政方針や予算を見て
も、所得が低く、生活にお困りの方に寄
り添う考えであることがはっきりと施
策に表れている。
市長の一貫性のある姿勢は大変いい
ことであると会派として評価するが、一
方で、「何か新しいことが始まる」、「あし
やがガラッと変わる」といった高揚感は
残念ながらあまり感じられなかった。
転入超過である社会増を目標として
掲げるのもよいが、地域出生率の増加を
目指すぐらいの高い目標を思い切って
掲げてほしい。

日本維新の会

昨今では、コロナ禍の影響のみなら
ず、物価や原油、電力価格の高騰などに
よる影響が出始めている。今後、突発的
な歳出が生じる可能性も否定できない
ため、引き続き慎重な財政運営を求め
る。財政運営全般については、10年後の
財政見通しも含め、健全な財政運営につ
いて高く評価する。ただし、将来的には
公共施設の更新による事業費の増加や
社会保障費の増加が見込まれるなど、財
政上の課題も少なくない。引き続き、安
定的かつ持続可能な行財政運営に努め
ることを要望する。

予算案の審査が全議員で構成する予算特別委員会の各分科会（総務・民生文教・建設公営企業）で行われ
ました。分科会では、行財政運営、市民生活、保健福祉、まちづくりなどの予算に関して、活発な質疑応答が
なされ、多くの意見・要望が出されました。
本会議での各会計予算の審議結果は、10ページの「審議結果一覧」をご覧ください。

令和5年度（2023年度）

予算が成立しました 予算の概要はこちら扌

令和5年度

予算
新年度事業を問う！  ～予算審査での意見・要望（抜粋）～

暮らしやすさ～地域に包まれ
安らぎを感じる暮らし

医療的ケア児等コーディネーター配置事業
　　　　　　　　　　 ������� 514万円
◦医療的ケア児の支援は必要であるが、同時に受け入
れる体制が整っていなければ安心して託せない。体
制をしっかりと構築するよう求める。

放課後児童クラブ医療的ケア児保育支援事業
　　　　　　　　　　 ����� 406万1千円
◦必要な支援事業であるが安全が担保されなければ
ならない。公設と委託で事業形態は異なるが同じ体
制が取れるよう求める。

高機能消防指令センター更新業務
　　　　　　　　　　 ���4億6,106万7千円
◦観測気象情報のホームページ上での公開、映像通報
システム、災害情報案内など、新たな機能を取り入
れることで緊急時に市民の命や健康をより守ること
ができるようにしてほしい。
◦最新の機能と安全
性を確保しつつ、
市民負担のさらな
る軽減につながる
業務委託となるよ
う求める。

その他の事業に対する要望等

ＩＣＴを活用した貸館施設の効率的管理推進事業
　　　　　　　　　　 �����1,275万3千円
◦ＩＣＴを活用して、貸館施設の予約や支払いができる
ようにするなど、便利になるのはいいが、将来的に窓
口業務の体制を縮小するのはどうか。公的業務は人
とのつながりが何より大切である。
◦ウェブで対応可能な利用者からすると、ウェブだけで
完結するほうが望ましい。ウェブ施設予約システム
の更新の折には、ウェブ決済を含め、シームレスな対
応を検討してほしい。

打出教育文化センター施設等整備費
　　　　　　　　　　 ���2億6,724万7千円
◦適応教室の改修について、現状は小学生にとって殺
風景な教室と年上の児童がいることから入りづらい
と感じる環境があり、今後の施設整備に向けて小学
生にも入りやすい環境づくりを進めるよう求める。
◦Wi－Fiの接続時間を長くし、リモートなどにも対応
できるようにしてほしい。

学校ＤＸアドバイザー業務 ����� 495万円
◦教員、児童生徒、保護者それぞれがメリットを感じ取
れるアプリの活用を含めたＤＸを目指してもらいた
い。

人のつながり～時代に適い、
多様に紡がれるネットワーク

茶屋さくら通り活性化事業 ����� 600万円
◦芦屋市のスケールメリットを活用し、ＪＲ芦屋駅南地
区再開発事業を起点とし、大桝公園・宮塚公園・旧宮
塚町住宅などの資産を生かして、阪神芦屋駅・打出
駅・阪急芦屋川駅とも線でつなぎ、回遊性のあるに
ぎわいを創出するような整備を行ってほしい。
◦この事業自体は素晴らしいが、宮塚通り・三八通り・
本通り・鳴尾御影線など近隣地区全体を点から面へ
活性化させる第一歩であることを啓蒙してほしい。
◦JR芦屋駅から阪神芦屋駅までの回廊など、にぎやか
さをつくるというこ
とに無理にこだわ
るのはどうなのか。
目線を下げて、身
の丈に合った発想
をすべきではない
か。

中学校部活動の地域移行検討事業
　　　　　　　　　　 ������ 32万5千円
◦中学校部活動の地域移行は、教職員の過重労働を軽
減することもできるが、課題も多い。安心して部活動
ができる体制を整えるよう求める。

資源～地域資源を生かし、空間を
活用する、これまでとこれからの融合

芦屋川周辺地区交通影響調査業務 � 1,600万円
◦芦屋川駅周辺の交通課題解決に向けた芦屋川両岸
道路の一方通行化は、大変有効な方策の一つと考え
るため、その検証の第一歩としてしっかり取り組んで
ほしい。
◦今回は道路を一方通行にした場合など、シミュレー
ションのための予算だが、周辺住民にとっては交通
課題の改善をはじめとして、まちづくりにも期待が寄
せられるのではないか。地域住民とまちづくりの関
わりについて検討してほしい。

持続可能なみらいの都市づくりに向けた調査・
分析等業務 ������������ 650万円
◦第５次総合計画も完成した今、どのような目的で、何
を調査・分析するのか。ぜひ、未来につながる、芦屋市
に有効な手段となるよう期待したい。
◦政策推進課等とも連携して、ハード・ソフト両面の調査
を実施してほしい。具体的には「国際文化住宅都市」、
「芦屋らしさ」の再定義を行い、芦屋の未来への課題
を言語化してほしい。

―― その他の主な事業 ――

◆公金支払いにおけるキャッシュ
レス決済推進事業

◆若者ケアラー支援ヘルパー等
　派遣事業
◆認知症高齢者個人賠償保険事業
◆多言語翻訳アプリ導入事業
◆山手小学校・朝日ケ丘小学校外装
改修工事

◆図書館ＩＣ機器導入事業
◆市民会館（本館）ＺＥＢ化改修
　事業　など
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3月定例会では、各会派の代表者が市長の施政方針に対して総括質問を行っています。
今回は、2月27日・28日の2日間に5会派の代表者が質問をしました。

　本会議最終日（3月22日）に、本年4
月30日をもって引退される議員のほ
か、兵庫県議会議員選挙に出馬する
ため失職される議員からお一人ずつ
あいさつを頂くとともに、花束を贈
呈しました。
　各議員のこれまでの活動に対し、
議員や当局出席者から温かい拍手が
送られました。

　去る4月23日に芦屋市議会議
員選挙が行われ、21人の議員が
決まりました。当選した議員の任
期は令和5年5月1日から令和9年
4月30日までとなっています。
　詳細については市議会ホーム
ページ「議員名簿」
（右記ＱＲコード
参照）をご覧くだ
さい。

（写真左から）
　徳田直彦議員　平成�7�年初当選　7期（第66代副議長、第71代、第74代議長）
　松木義昭議員　昭和58年初当選　10期（第52代副議長、第82代議長）
　青山　暁議員　平成23年初当選　2期（3月31日失職）（第83代、第84代副議長）

芦
屋
市
の
魅
力
と
行
政
戦
略
に
つ
い
て

議
員	
先
人
た
ち
が
積
み
上
げ
て
き
た
自
然
環
境
と
文
化
的
な
貯

金
を
取
り
崩
す
こ
と
な
く
、芦
屋
の
客
観
的
な
検
証・調
査
を
行
い

な
が
ら
他
市
に
劣
ら
な
い
戦
略
的
な
行
政
企
画
と
運
営
を
求
め

る
。市	

本
市
の
魅
力
の
客
観
的
評
価
は
、令
和
２
年
７
月
実
施
の
市

民
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で
は
、「
住
宅
都
市
の
魅
力
が
受
け
継
が
れ
、

高
め
ら
れ
て
い
る
」と
感
じ
て
い
る
方
が
約
８
割
を
占
め
て
い
た
。

　
ま
た
、本
市
で
は
、創
生
総
合
戦
略
を
策
定
し
て
い
る
が
、転
出

者
を
減
ら
し
、転
入
者
を
増
や
す
よ
う
な
魅
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り

を
進
め
て
い
く
こ
と
で
、人
口
減
少
へ
の
流
れ
を
で
き
る
限
り
抑

え
て
い
き
た
い
。

議
員	

10
年
で
1
0
0
億
円
の
財
政
的
効
果
を
見
込
ん
で
い
る
行

財
政
改
革
の
進
捗
状
況
は
？

市

	

新
行
財
政
改
革
基
本
計
画
の
進
捗
状
況
は
、現
年
度
の
実
施

計
画
と
と
も
に
、毎
年
９
月
に
議
会
に
報
告
し
て
い
る
が
、開
始

２
か
年
の
内
容
は
お
お
む
ね
予
定
ど
お
り
進
ん
で
い
る
。

議
員	

職
員
の
定
数
管
理
と
評
価
制
度
の
創
設
を
求
め
る
。

市

	

定
数
管
理
は
、年
齢
構
成
や
類
似
団
体
の
職
員
数
を
考
慮

し
、業
務
量
に
見
合
っ
た
人
員
配
置
を
行
っ
て
い
る
た
め
、計
画

の
策
定
ま
で
は
考
え
て
い
な
い
が
、今
後
も
新
行
財
政
改
革
の
取

り
組
み
を
進
め
な
が
ら
適
正
な
職
員
配
置
に
努
め
て
い
く
。

教
育
の
ま
ち
芦
屋
の
実
態
と
あ
る
べ
き
姿
に
つ
い
て

議
員	

コ
ロ
ナ
対
策
の
緩
和
で
学
校
園
の
行
事
が
再
開
さ
れ
る
に

当
た
り
、教
育
委
員
会
と
し
て
一
定
の
判
断
基
準
を
設
け
、行
事

の
内
容
や
保
護
者
の
関
わ
り
方
に
差
が
な
い
よ
う
に
す
る
べ
き

で
は
な
い
か
。

教
委	

各
学
校
園
に
お
い
て「
コ
ロ
ナ
対
策
が
十
分
に
で
き
る
の

か
」と
い
っ
た
基
準
で
判
断
し
て
き
た
が
、今
後
、学
校
全
体
で
行

事
が
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
、従
来
の
形
に
戻
し
て
い
き
た
い
。

議
員	

教
育
の
ま
ち
芦
屋
と
し
て
、県
水
準
よ
り
高
い
不
登
校
児
童

対
策
が
新
年
度
で
は
全
く
見
え
な
い
。本
市
の
子
ど
も
に
対
す
る

教
育
委
員
会
の
本
気
度
を
明
確
に
示
し
て
ほ
し
い
。

教
委	

ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
や
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ

ラ
ー
等
と
連
携
し
、学
校
全
体
で
支
援
体
制
を
整
え
て
い
る
。令

和
５
年
度
は
、新
た
な
取
り
組
み
と
し
て
、研
究
実
践
校
に
お
い

て
、有
識
者
に
よ
る
助
言
と
知
見
を
活
用
し
た
研
究
を
進
め
、実

践
の
効
果
を
他
の
学
校
に
広
げ
て
い
く
こ
と
を
考
え
て
い
る
。

自
由
民
主
党�

質
問
者
：
福
井 

利
道

公
明
党�

質
問
者
：
徳
田 

直
彦

施
政
方
針
等
に
つ
い
て

議
員	

子
ど
も
に
対
す
る
包
括
的
な
支
援
と
し
て
、妊
娠・
出
産
か

ら
18
歳
に
至
る
ま
で
マ
ン
ツ
ー
マ
ン
で
そ
の
家
庭
と
接
し
て
ほ

し
い
。そ
の
中
で
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
を
は
じ
め
、さ
ま
ざ
ま
な
こ

と
が
見
え
て
く
る
。「
誰
も
取
り
残
さ
な
い
」子
育
て
を
行
う
よ
う

求
め
る
。

市

	

本
市
で
は
、令
和
５
年
度
に「
こ
ど
も
家
庭・
保
健
セ
ン

タ
ー
」を
設
置
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、こ
の
母
子
保
健
と
児
童

福
祉
の
一
体
的
支
援
体
制
に
お
い
て
、マ
ン
ツ
ー
マ
ン
の
継
続
的

な
支
援
を
強
化
す
る
こ
と
で
、子
ど
も
の
健
や
か
な
育
ち
を
保
障

す
る
包
括
的
な
支
援
に
努
め
て
い
く
。

議
員	

高
浜
町
１
番
住
宅
の
親
水
施
設
は
完
成
後
か
ら
水
漏
れ
等

の
故
障
が
発
生
し
現
在
に
至
っ
て
い
る
。こ
れ
は
施
設
の
瑕
疵
と

言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。こ
の
よ
う
な
状
態
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、10
年
を
経
過
し
た
ら
入
居
者
に
当
該
施
設
を
管
理
さ
せ
る
の

か
。今
後
の
方
針
を
示
す
よ
う
求
め
る
。

市

	

高
浜
町
１
番
住
宅
の
親
水
空
間
に
つ
い
て
は
、平
成
31
年
か

ら
漏
水
が
発
生
し
、複
数
回
調
査・
補
修
を
行
っ
て
き
た
が
、漏
水

箇
所
の
特
定
が
で
き
ず
、稼
働
し
て
い
な
い
期
間
が
４
分
の
１
程

度
あ
っ
た
。コ
ス
ト
は
瑕
疵
担
保
責
任
の
契
約
の
条
項
に
よ
り
、

施
工
業
者
が
負
担
し
て
い
る
が
、多
額
の
費
用
が
か
か
っ
て
い
る

と
聞
い
て
お
り
、再
発
の
可
能
性
が
高
い
た
め
、住
宅
自
治
会
代

表
者
か
ら
の
要
望
も
踏
ま
え
、施
工
業
者
の
責
任
で
の
改
修
を
行

う
予
定
で
あ
る
。

議
員	

救
急
車
の
出
動
に
も
相
当
の
コ
ス
ト
が
か
か
る
。ま
た
、本

当
に
救
急
搬
送
が
必
要
な
人
に
救

急
車
が
万
一
に
も
手
配
で
き
な
い

こ
と
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
た

め
、さ
ら
に
＃
7
1
1
9
へ
の
誘

導
を
行
う
べ
き
だ
。

市

	

1
1
9
番
は
緊
急
の
回
線

と
し
て
適
切
に
利
用
し
て
い
た
だ

く
よ
う
、広
報
あ
し
や
で
特
集
を

組
む
な
ど
、周
知・
啓
発
に
努
め
て

い
く
。

日
本
共
産
党�

質
問
者
：
平
野 

貞
雄

憲
法
擁
護
に
つ
い
て

議
員	

憲
法
へ
の
評
価
は
こ
れ
ま
で
に
も
市
長
か
ら
示
さ
れ
て
き
た

が
、憲
法
を
擁
護
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、市
長
の
考
え
と
と
も
に
軍

拡
の
進
む
日
本
の
現
状
へ
の
認
識
を
示
さ
れ
た
い
。

市

	

日
本
国
憲
法
は
、国
民
主
権・基
本
的
人
権
の
尊
重・平
和
主

義
を
基
本
原
則
と
す
る
優
れ
た
憲
法
で
あ
り
、堅
持
す
る
姿
勢
に

変
わ
り
は
な
い
。現
状
へ
の
認
識
は
、対
話
に
よ
る
平
和
外
交
を

進
め
、憲
法
と
の
関
係
も
含
め
て
、国
に
お
い
て
十
分
に
議
論
を

深
め
る
な
ど
、慎
重
な
対
応
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

だ
れ
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
に

議
員	

子
ど
も
を
社
会
全
体
で
育
て
て
い
く
と
い
う
視
点
か
ら
、近

隣
市
を
含
め
、全
国
で
広
が
っ
て
い
る
子
ど
も
医
療
費
無
料
制
の
18

歳
ま
で
の
引
き
上
げ
と
所
得
制
限
の
撤
廃
を
求
め
る
。

市

	

現
時
点
で
は
考
え
て
い
な
い
が
、近
隣
市
に
お
い
て
、制
度

の
拡
充
を
認
識
し
て
お
り
、引
き
続
き
、他
市
の
動
向
を
注
視
し
、

18
歳
ま
で
の
引
き
上
げ
に
つ
い
て
課
題
整
理
を
進
め
て
い
く
。

議
員	

給
食
は
教
育
の一
環
、義
務
教
育
は
無
償
の
視
点
か
ら
学
校

給
食
の
無
償
化
を
求
め
る
。

市
	

義
務
教
育
の
無
償
や
公
平
性
の
観
点
か
ら
も
、国
に
お
い
て

議
論
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、実
施
は
考
え
て
い
な
い
。

議
員	
阪
神
各
市
に
比
べ
格
段
に
高
額
と
な
っ
て
い
る
国
民
健
康
保

険
料
の
負
担
軽
減
の
検
討
状
況
は
？

市

	

低
所
得
者
層
の
負
担
軽
減
は
、県
内
保
険
料
水
準
の
統
一
に

向
け
た
取
り
組
み
の
中
で
、所
得
割・
均
等
割・
平
等
割
の
割
合
の

段
階
的
改
定
を
検
討
し
て
い
る
。ま
た
、子
ど
も
の
均
等
割
廃
止

は
、市
独
自
で
は
考
え
て
い
な
い
が
、軽
減
措
置
の
拡
充
を
引
き

続
き
国
に
要
望
し
て
い
く
。

議
員	

求
め
て
い
る
マ
ン
シ
ョ
ン
防
災
支
援
の
方
向
性
は
？

市

	

地
域
と
の
連
携
に
前
向
き
な
集
合
住
宅
に
対
す
る
補
助
制

度
を
検
討
し
て
い
く
。

「
持
続
可
能
な
ま
ち
づ
く
り
」に
つ
い
て

議
員	

提
起
し
て
き
た
脱
炭
素
社
会
に
向
け
た
環
境
基
本
計
画
や

率
先
実
行
計
画
の
見
直
し
の
視
点
と
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
？

市

	

令
和
４
年
度
策
定
の「
地
域
脱
炭
素
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
」に
沿

い
、国
の
地
球
温
暖
化
対
策
計
画
の
目
標
と
の
整
合
を
図
る
た

め
、第
５
次
環
境
保
全
率
先
実
行
計
画（
事
務
事
業
編
）を
一
部
見

直
す
。

子
育
て・教
育
に
つ
い
て

議
員	

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
は
、日
に
よ
っ
て
定
員
を
超
過
す
る
教

室
が
あ
る
。学
級
数
を
増
や
す
な
ど
、過
密
化
を
防
ぐ
取
り
組
み
が

必
要
で
は
な
い
か
。

教
委	

待
機
児
童
を
出
さ
な
い
よ
う
、基
準
条
例
の
範
囲
内
で
受
け

入
れ
て
い
る
が
、児
童
数
が
特
に
多
い
学
級
に
つ
い
て
は
、学
校

と
調
整
し
、学
級
以
外
に
体
育
館
に
分
散
す
る
な
ど
、日
々
の
過

ご
し
方
を
工
夫
し
て
い
る
。

議
員	

発
達
障
が
い
の
可
能
性
が
あ
る
児
童
が
増
加
傾
向
に
あ
り
、

そ
の
児
童
に
も
合
わ
せ
た
人
員
配
置
、教
育
環
境
の
整
備
が
必
要

で
は
な
い
か
。

教
委	

各
学
校
に
配
置
し
て
い
る
支
援
員
に
加
え
、各
学
校
を
巡

回
す
る
学
校
生
活
支
援
教
員
や
担
任
、特
別
支
援
教
育
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
タ
ー
と
の
連
携
に
よ
り
、学
習
等
の
指
導
体
制
を
整
え
、適

切
な
学
び
の
確
保
に
つ
な
が
る
よ
う
取
り
組
ん
で
い
る
。

議
員	

ラ
ン
ド
セ
ル
が
重
く
、登
下
校
で
は
児
童
の
負
担
が
大
き

い
。デ
ジ
タ
ル
教
科
書
の
積
極
的
な
導
入
が
必
要
で
は
な
い
か
。

教
委	

国
に
お
い
て
検
証
段
階
に
あ
り
、本
市
で
は
国
の
依
頼
に
よ

り
、令
和
３
年
度
か
ら
一
部
の
学
校・
学
年
で
試
験
的
に
導
入
し

て
い
る
。

市
民
生
活
に
つ
い
て

議
員	

た
ば
こ
や
犬
の
ふ
ん
害
は
い
ま
だ
に
絶
え
ず
、第
３
次
市
民

マ
ナ
ー
条
例
推
進
計
画
の
策
定
に
向
け
ど
う
取
り
組
む
の
か
。

市

	

本
計
画
の
策
定
に
当
た
り
、市
民
や
事
業
者
等
の
各
種
団
体

と
の
連
携
や
市
政
モ
ニ
タ
ー
等
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
も
活
用

し
な
が
ら
、効
果
的
な
周
知
啓
発
を
実
践
し
て
い
く
。

議
員	

指
定
ご
み
袋
制
度
に
つ
い
て
、市
民
の
理
解
や
ご
み
の
分

別・減
量
化
を
進
め
る
た
め
に
ど
う
取
り
組
む
の
か
。

市

	

現
在
、集
会
所
等
で
の
住
民
説
明
会
の
ほ
か
、あ
し
や
ト
ラ

イ
あ
ん
ぐ
る
や
広
報
あ
し
や
３
月
号
で
の
お
知
ら
せ
な
ど
、10
月

の
制
度
本
格
実
施
に
向
け
て
周
知
に
努
め
て
い
る
。今
後
、全
戸

配
布
す
る
家
庭
ご
み
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
や
ご
み
カ
レ
ン
ダ
ー
で
の

周
知
の
ほ
か
、ご
み
袋
の
サ
ン
プ
ル
の
全
戸
配
布
な
ど
、市
民
の

皆
さ
ま
の
理
解
が
進
む
よ
う
に
取
り
組
ん
で
い
く
。

◆
そ
の
他
の
質
問

・福
祉
健
康
、安
全
安
心
、都
市
基
盤
に
つ
い
て

日
本
維
新
の
会�

質
問
者
：
浅
海 

洋
一
郎

あ
し
や 

し
み
ん
の
こ
え�

質
問
者
：
中
村 

亮
介

令
和
５
年
度
施
政
に
お
け
る
基
本
方
針
に
つ
い
て

議
員	

市
は
持
続
可
能
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
上
で
必
要

と
な
る
組
織
の
ス
リ
ム
化
を
進
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
が
、組
織

の
ス
リ
ム
化
と
は
、「
組
織
を
縮
小
も
し
く
は
簡
素
化
し
、コ
ス
ト

を
抑
え
、組
織
構
造
の
調
整
を
行
い
、よ
り
無
駄
の
な
い
効
率
的

な
職
場
を
つ
く
る
こ
と
」と
い
う
意
味
合
い
で
よ
く
用
い
ら
れ
る

が
、こ
こ
で
い
う「
組
織
の
ス
リ
ム
化
を
進
め
る
こ
と
」と
は
何
を

指
し
て
い
る
の
か
。

市

	

組
織
の
ス
リ
ム
化
は
、新
行
財
政
改
革
に
お
け
る
中
心
的

な
取
り
組
み
の
一
つ
で
あ
り
、人
口
減
少
社
会
で
も
市
民
サ
ー
ビ

ス
を
継
続
的
に
提
供
で
き
る
よ
う
な
持
続
可
能
な
体
制
を
構
築

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、昨
年
９
月
公
表
の
実
施
計
画
で
示
し
た

「
組
織
及
び
管
理
職
ポ
ス
ト
の
見
直
し
を
含
む
機
構
改
革
」と
し

て
進
め
る
も
の
で
あ
る
。な
お
、新
行
財
政
改
革
基
本
計
画
で
示

し
て
い
る
と
お
り
、職
員
の
能
力
向
上
や
Ｉ
Ｃ
Ｔ
等
の
新
た
な
技

術
を
効
果
的
に
活
用
す
る「
業
務
変
革
」も
併
せ
て
進
め
る
こ
と

で
、自
律
的
な
業
務
改
善
組
織
を
目
指
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。

議
員	

人
口
減
少
下
に
お
い
て
、社
会
増
を
目
指
し
、総
合
計
画
や

創
生
総
合
戦
略
の
基
本
方
針
で
あ
る「
未
来
の
創
造
」を
積
極
的

に
取
り
組
む
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
と
あ
る
が
、転
入
超
過
を
想

定
し
て
い
る
の
か
。

市

	

本
市
に
お
い
て
も
人
口
の

ピ
ー
ク
を
超
え
、減
少
局
面
を
迎

え
て
い
る
が
、社
会
増
減
は
均
衡

傾
向
に
あ
る
こ
と
か
ら
、転
入
者

を
増
や
す
こ
と
で
、人
口
減
少
の

緩
和
を
図
る
こ
と
を
目
指
し
て
い

る
。◆

そ
の
他
の
質
問

・�令
和
５
年
度
の
主
な
取
り
組
み
に
つ
い
て

総括質問総括質問
詳しくはこちらから扌

詳細は市議会ホームページ「議会中継」
（右記QRコード参照）をご覧ください。

勇退される議員に花束を贈呈しました新議員の任期は
５月１日から
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▶賛否の分かれた議案

▶審議結果一覧 ▶審議結果一覧（令和5年度予算）

政務活動費のあり方について、使途基準に従い適正に執行し透明性の確保に努めるべく、令和4年8月に政務活動費
のあり方検証検討会議（座長：副議長、委員：5名（各会派からの推選による））を設置し、会派および会派に属さない議員か
ら政務活動費の使途基準、マニュアル等の現状についての課題を募り、出された課題の検証、対応方策の検討を行いま
した。
結果については、報告書にまとめていますので、詳細については市議会ホー

ムページ「政務活動費のあり方の検討」（右記ＱＲコード参照）をご覧ください。
なお、見直し後の使途基準やマニュアルは令和5年度の政務活動費から適用

します。

令和4年7月に設置されました議会ＢＣＰ検証検討会議（座長：副議長、委員：5名（各会派からの推選による））において、
令和3年度の議会機能継続訓練での課題と対応方策、令和4年度の訓練、議会ＢＣＰの改正等について検証・検討を進め
てきました。
また、令和4年12月および令和5年1月には、負傷者運搬訓練や令和3年度の議会機能継続訓練で出された課題の改
善のため、災害対策会議の設置からブロック活動を行うまでの流れについて、オンライン会議とＧｏｏｇｌｅ
フォームを利用して報告を行う訓練を実施しました。
会議の最終報告や改訂の経緯の詳細については市議会ホームページ「議会機能継続計画（議会ＢＣＰ）」

（右記ＱＲコード参照）をご覧ください。

議会機能継続訓練を実施しました

議会機能継続訓練を実施しました

政務活動費あり方検証検討会議の検証検討結果報告書を公開しました

議会ＢＣＰ検証検討会議の最終報告がまとまりました

◦ 3月定例会で賛否の分かれた議案等の採決の結果は次のとおりです。

会派名 自由民主党
芦屋市議会議員団

日本共産党
芦屋市議会
議員団

公明党
あしや
しみんの
こえ

日本
維新の
会

会派に
属さない
議員

議決結果

議
員
名

議案番号等

川
上
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え
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井
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哲
也
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井
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奈
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木
義
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彦
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俊
彦
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子

中
村
亮
介

浅
海
洋
一
郎

大
原
裕
貴

山
口
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さ
え

寺
前
尊
文

中
島
健
一

青

山

暁

結　
果

賛　
成

反　
対

棄　
権

第18号議案 ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ 可決 18 1 0
第23号議案 ○ ○ ○ ○ ― × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ 可決 15 4 0
第24号議案 ○ ○ ○ ○ ― × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ 可決 15 4 0
第26号議案 ○ ○ ○ ○ ― × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ 可決 15 4 0

議員提出議案第32号 × × × × ― ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × 否決 9 10 0
議員提出議案第35号 ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決 16 3 0
議員提出議案第36号 ○ ○ ○ ○ ― × × × ○ ○ ○ × 除 × 棄 棄 × ○ ○ ○ 可決 10 6 2

請願第15号 ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ 採択 16 3 0
※　「○」…賛成、「×」…反対、「棄」…棄権、「除」…除斥、「－」…議長（議長は表決に参加しません。）

議案
番号 件名 結果 主な内容

条例の制定

11 芦屋市条例の読点の表記を改める条例 可決 国の公用文および社会一般の文書における読点の表記の実態等に鑑み、本市の条例に用いられ
ている読点の表記を一括して改めるもの

条例の一部改正

2 手数料条例 可決
建築物エネルギー消費性能誘導基準の中に、新たに誘導仕様基準が追加されたことに伴い、当
該仕様基準を用いた建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請等に係る手数料を定める等の
ためのもの

3
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運
営に関する基準を定める条例及び家庭的保育事業
等の設備及び運営に関する基準を定める条例

可決 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関
する基準の一部改正を踏まえ、乳幼児や子どもに対する懲戒に係る規定を削除するもの

12 手数料条例及び斜面地建築物の制限に関する条例 可決 建築基準法の一部改正に伴い、再生可能エネルギー源の利用に資する設備を設置する場合にお
ける建築物の高さの制限に係る許可申請手数料を定める等のためのもの

13 美術博物館条例 可決 博物館法の一部改正に伴い、同法を引用する関係規定を整理するもの
14 保健福祉センターの設置に関する条例等 可決 詳しくは 4ページの「注目の議案」をご覧ください。

15 子ども・子育て会議条例等 可決 こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律による子ども・子育て支援法お
よび学校教育法の一部改正に伴い、これらの法を引用する関係条例の規定を整理するもの

16
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を
定める条例及び放課後児童健全育成事業の設備及
び運営に関する基準を定める条例

可決 詳しくは 4ページの「注目の議案」をご覧ください。

17 住みよいまちづくり条例 可決 宅地造成等規制法の一部改正に伴い、同法を引用する関係規定を整理するもの

30 国民健康保険条例 可決 国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、保険料の軽減に係る所得判定基準を改定するととも
に、健康保険法施行令の一部改正に伴い、出産育児一時金の支給額を改定するもの

31
いじめ問題対策連絡協議会等条例及び特別職の職
員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条
例

可決
芦屋市いじめ問題対策審議会および芦屋市いじめ問題調査委員会に専門部会を置くことができ
る規定を設けるとともに、当該専門部会の委員が調査審議等を行った場合の報酬に係る規定を
整備するもの

令和4年度（補正）予算
4 一般会計補正予算（第 10号） 可決 詳しくは 2・3ページの「注目の議案」をご覧ください。

5 国民健康保険事業特別会計補正予算（第 1号） 可決 保険給付費の追加および新型コロナウイルス感染症に伴う保険料減免に対して交付される県支
出金の追加のほか、過年度分償還金、前年度歳計剰余金および保険料等の補正を行うもの

6 公共用地取得費特別会計補正予算（第 1号） 可決 ＪＲ芦屋駅南地区市街地再開発事業に係る用地取得の一部について、令和 5年度にまたがる可
能性があるため、公共用地取得事業の繰越明許費を設定するもの

7 都市再開発事業特別会計補正予算（第 1号） 可決 ＪＲ芦屋駅南地区市街地再開発事業に要する経費の減額および国庫支出金の追加を行うもの

8 介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 可決
前年度歳計剰余金の確定に伴い介護給付費準備基金積立金を追加するほか、令和 3年度分の介
護給付費負担金および地域支援事業等に係る交付金について、今年度に精算により返還額が生
じたため、償還するもの

9 病院事業会計補正予算（第２号） 可決
新型コロナウイルス感染症の第 7波および第 8波の影響を受けたため、入院患者数を見直し
入院収益を減額する一方、外来収益を増額し、支出では電気代、ガス代および人的委託料を増
額するもの

32 一般会計補正予算（第 11号） 可決 国の補正予算に基づく事業の前倒し実施およびいじめ問題対策審議会に要する経費の追加を行
うもの

その他
１ 固定資産評価審査委員会委員の選任 同意 令和 5年 3月 31日をもって任期が満了する委員の次期委員を選任するもの
10 権利の放棄について 可決 詳しくは 3ページの「注目の議案」をご覧ください。
議員提出議案

31 建築物石綿含有建材事前調査・除去費用の国民へ
の周知と国民負担軽減を求める意見書 可決 詳しくは 5ページの「可決した意見書・決議」をご覧ください。

32 芦屋市議会のハラスメント対応についての決議 否決 ハラスメント対応の経緯を報告するとともに、議会として、今後も、職員のプライバシーを守
り、責任を持って誠実にハラスメント問題に取り組むことを決議するもの

33 芦屋市議会委員会条例の一部を改正する条例の制
定について 可決

今期の議員の任期満了日が令和 5年 4月 30日と定められていることに伴い、常任委員および
議会運営委員の任期の末日を変更するとともに、本市の部の名称変更に伴い、常任委員会の所
管事項に係る規定を整理するもの

34 芦屋市議会個人情報の保護に関する条例の制定に
ついて 可決 個人情報の保護に関する法律の改正に伴う芦屋市個人情報保護条例の廃止により、芦屋市議会

の個人情報保護制度について定めるもの

35 「特定商取引法平成２８年改正における５年後見
直しに基づく同法の抜本的改正」を求める意見書 可決 詳しくは 5ページの「可決した意見書・決議」をご覧ください。

36 たかおか知子議員に対する問責決議 可決 詳しくは 5ページの「可決した意見書・決議」をご覧ください。
請願

14 海洋町 10番地区の土地利用に関する請願書
継続
審査
※

1. 兵庫県に対し、現状を踏まえた地域活動、地域福祉の拠点としての活用を求めること
2. 土地の活用について、地域住民の意見を聞く場を設けること
3. 市は関係部署と地域活動、地域福祉の協議及び調整を行うこと

15
特定商取引法平成２８年改正における５年後見直
しに基づく同法の抜本的改正を求める意見書提出
についての請願

採択

1.�訪問販売や電話勧誘販売について、消費者があらかじめ拒絶の意思を表明した場合には勧誘
してはならない制度とすること及び事業者の登録制を導入すること。
2.�SNS等のインターネットを通じた通信販売の勧誘等について、行政規制、クーリングオフ等
を認めること及び権利を侵害された者は SNS 事業者等に対し、相手方事業者等を特定する
情報の開示を請求できる制度を導入すること。
3.�連鎖販売取引について、国による登録、確認等の開業規制を導入すること及び規制を強化す
ること。
以上、1～ 3を政府関係機関に求めるもの

議案
番号 件名 結果

18 一般会計 可決
19 国民健康保険事業特別会計 可決
20 公共用地取得費特別会計 可決
21 都市再開発事業特別会計 可決
22 駐車場事業特別会計 可決
23 介護保険事業特別会計 可決

議案
番号 件名 結果

24 後期高齢者医療事業特別会計 可決
25 打出芦屋財産区共有財産会計 可決
26 三条津知財産区共有財産会計 可決
27 水道事業会計 可決
28 病院事業会計 可決
29 下水道事業会計 可決

※■■■は「賛否の分かれた議案」を表しています。

※■■■は「賛否の分かれた議案等」を表しています。
※請願第14号は継続審査となりましたが、議員の任期が4月30日付で満了したことに伴い、審議未了となっています。



6月定例会
日程（予定）

芦屋市議会では、本会議・委員会（議会運営委員会を除く）のインターネット映像
配信を行っています。パソコン・スマートフォンなどでご覧ください。また、日程
が変更になることがありますので、ホームページなどでお確かめください。
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本会議
（採決）

トルコ地震義援金
芦屋市議会では、これまで国内外で災害等があった際に募金活動を実
施してきました。
先のトルコ地震でも甚大な被害が発生し、多くの方が犠牲となったこ
とから、被災地を支援するため、議員互助会から義援金10万円を送るこ
とを決めました。
義援金は、兵庫県が設立した令和５年トルコ地震兵庫県義援金募集委
員会に3月20日に送金しました。
被災された方々に対し心よりお見舞い申し上げるとともに、一日も早
い復旧・復興を願います。

議会のナゼ? なに? 再発見!

編集後記

芦屋市議会第20期も4月末で

任期満了を迎えました。4年間

のご愛読、ありがとうございまし

た。本市議会だよりがお手元に届

く頃には、芦屋市議会の体制も

刷新されています。次号からは、

新しいメンバーによる新しい市

議会だよりをお届けいたしますの

で、引き続きのご愛顧をよろしく

お願いいたします。

【編集委員】  大原 裕貴
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◆応募方法
「電子メール」または「はがき」にて、住所・氏名・年齢・電
話番号・クイズの答え・議会や本誌に対するご意見やご
感想を明記してご応募ください。
※メールで応募する場合、件名は「第42回議会クイズ応募」としてください。
※頂いたご意見は全て、本誌編集委員が目を通し、今後の誌面改善のための
参考にさせていただきます。

◆応募締め切り
　令和5年（2023年）5月26日（金）まで
※当日消印有効

◆応募先
　〒659-8501�芦屋市精道町7番6号
　芦屋市役所�市議会事務局
　メールアドレス：gijityousa@city.ashiya.lg.jp
※個人情報は賞品の発送以外には使用しません。
※当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

正解者の中から抽選で3名の方に図書カード（1,000円分）
を差し上げます。正解は8月発行予定のあしや市議会だより
125号で発表します。たくさんのご応募をお待ちしています。

◆前回のクイズの答え ※前回の応募件数は63件

「芦屋市議会では災害や感染症まん延時に備えて議会
ＢＣＰを策定しています。先日も訓練を実施するなど
実現性の高い計画にすべく、改善に努めています。さ
て、ＢＣＰとは何の頭文字をとった言葉でしょうか。」
の正解は「②�Business�Continuity�Planning」でし
た。

◆問題 【出題者】米田哲也委員

芦屋市では、令和5年4月から「こども家庭センター」
を芦屋市保健センターと一体的に設置し、子ども家庭
支援全般に取り組む体制強化を図るとともに、名称を
改めます。さて、どのような名称になるでしょうか。
①芦屋市健康・保健センター
②芦屋市こども・福祉センター
③芦屋市こども家庭・保健センター

QRコード扌
（メールアドレス）

第42回

議長・副議長による抽選会（写真は令和5年3月時点です。）

※5月18日に臨時会（本会議）を開催し、議会役員の選出などを行う予定です。


